
医療計画の作成手順・スケジュールについて

日程と内容（予定）

1

・関係団体、市町村等への意見照会（H30.2月中）
・パブリックコメント（H30.2月中）

１ 医療計画（案）を作成するための体制の整備

５ 医療圏及び基準病床数の検討

６ 地域医療構想の策定並びに病床の機能分化及び連携の推
進に関する施策の検討（H27年度に検討済み）

７ 以上の検討を踏まえた医療計画（素案）の作成

８ 診療又は調剤に関する学識経験者の団体（医師会、歯科
医師会及び薬剤師会）からの意見の聴取

市町村及び保険者協議会からの意見の聴取
（必要に応じ医療計画素案の手直し）

２ 医療計画の目的、基本理念についての検討及び医療計画
の基本骨子についての検討

１０ 医療計画案について県医療審議会への諮問、答申

１１ 医療計画の決定

９ 医療計画案の決定

３ 現行の医療計画に基づき実施された施策の効果の検証

４ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携
体制の構築

第１回医療計画部会（H29.6.7)
○ 組織会
○ 医療計画の見直しの進め方
○ 国の指針の説明
○ 医療計画の構成の確認
○ 作成手順・スケジュールの確認

第２回医療計画部会（H29.9.19）
○ 各協議会の検討状況の報告
○ 基本方針の検討
○ 二次医療圏及び基準病床数の検討

●第1回医療審議会（H29.10.27）
（医療計画部会の審議状況の中間報告）

第３回医療計画部会（H29.12月中旬）
○ 協議の場における検討結果の反映
○ 医療計画素案の検討（基準病床数を除く）
○ 基準病床数の決定

●第2回医療審議会（H30.1月上旬予定）
（医療計画素案の決定）

●第3回医療審議会（H30.3月中旬予定）
（医療計画案の諮問・答申）

作成手順（構築指針）

・青森県受療動向調査の結果判明（H29.8末）

●５疾病・５事業等に係る各協議会の開催（H29.6～H29.10)
（施策の効果の検証、医療連携体制の構築）
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各協議会に所管部分の原案の検討を依頼

・医療計画案の決定


